土佐清水市家具転倒防止対策等事業費補助金交付要綱

（趣旨）
第１条　この要綱は，土佐清水市補助金交付規則（平成22年3月30日規則第11号）の規定に基づき，土佐清水市家具転倒防止対策等事業費補助金（以下「補助金」という。）の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

（目的）
第２条　この要綱は，南海トラフ地震等の発生における家具等の転倒防止，収納物の落下防止，ガラスの飛散防止，感震ブレーカーの設置，及びその他市長が必要と認める対策（以下「家具転倒防止対策等」という。）を講じる世帯に対し，予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

（補助対象世帯）
第３条　この補助金の交付対象となる者は，次の各号の全てに該当するものとする。
（１）土佐清水市に住所を有し，現に居住している者であること。
（２）市税等及び高知県税を滞納していない者であること。
２　別表に掲げるいずれかに該当すると認められる場合は補助の対象としない。

（補助対象経費）
第４条　補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は，補助金の交付を受けようとする者（以下「補助対象者」という。）が自ら居住する住宅の家具転倒防止対策等のための金具の取付及び購入に要する費用とする。
２　ガラスの飛散防止については，既存ガラスの種別に合わせガラス等の飛散の恐れがないものでないこと及び，飛散防止フィルムが日本産業規格の建築ガラス用フィルム（JISA5759）のガラス飛散防止性能（記号A，記号B）を満足するものであること。
３　感震ブレーカーの設置については，地震により感震センサーが揺れを感知し，又はおもりの落下によりブレーカーを落として電力供給を遮断する等，地震時，もしくは地震後の通電による電気火災の抑止のため有効に作動する機器（それを内蔵する機器も含む。）であること及び，感震ブレーカーを地震時の電気火災の抑止のため有効に作動するよう設置を行うものであること。
４　室内のガラス障子等をプラスチックに変更する場合

（補助金の額）
第５条　補助対象経費に対する補助金の額は，1世帯あたりの上限を20,000円とする。ただし，補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は，これを切り捨てるものとする。

（取付依頼事業者）
第６条　補助対象者は，家具転倒防止対策等の取付作業を事業者に依頼する場合は，大工等の技能者及び市が実施する講習を受けた事業者等の市長が認めた事業者が行うものとする。

（補助事業の交付申請）
第７条　補助金の交付を受けようとする補助対象者（以下「申請者」という。）は，補助金交付申請書（様式第１号）に必要な書類を添え市長に提出しなければならない。
２　前項の申請は，１世帯につき１回を限度とする。ただし，市長が特に必要と認めた場合は，この限りではない。

（補助事業の交付決定）
第８条　市長は，前条に規定する申請があったときは，その内容を審査し，適当と認めたときは，補助金交付決定通知書（様式第２号）により申請者に通知するものとする。
２　市長は，前項の規定による審査の結果，補助対象としないときは，補助金不交付決定通知書（様式第３号）により，不交付決定の旨を申請者に通知するものとする。

（補助事業の内容の変更等）
[bookmark: _Hlk217290576]第９条　前条第１項の交付決定を受けた申請書（以下「補助事業者」という。)は次の各号に掲げるいずれかの事項に係る変更をしようとするときは，あらかじめ補助金変更申請書（様式第４号）を提出しなければならない。
（1） 補助金の増額又は30パーセントを超える減額を生じる場合
（2） 補助事業を中止し，又は廃止しようとする場合
２　市長は，前項の規定による申請を受けた場合は，その変更内容を審査し，適当と認めるときは，補助金変更決定通知書（様式第5号）により補助事業者に通知するものとする。

（完了実績報告）
第10条　補助事業者は，補助事業が完了したときは，補助金完了実績報告書（様式第６号）に，必要な書類を添えて市長に報告しなければならない。

（補助金の確定）
第11条　市長は，前条の報告があった場合は，速やかにその内容を審査し，補助事業の成果が当該補助事業の内容に適合すると認めたときは，補助金確定通知書（様式第７号）により補助事業者に補助金確定の旨を通知するものとする。


（補助金の請求及び支払）
第12条　前条の規定により，補助金確定の通知を受けた者は，補助金交付請求書（様式第８号）により市長に補助金の支払いを請求するものとする。
２　市長は，第１項の規定による請求があったときは，補助金を支払うものとする。

（書類の保管）
第13条　補助事業者は，補助事業に係る帳簿及び関係書類を整備するとともに，補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して５年間保管しなければならない。

（補助金の交付決定の取消し）
第14条　市長は，補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは，補助金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。
（１）偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
（２）補助金を補助事業の目的以外に使用したとき。
（３）補助事業の実施方法が不適当と認められるとき。
（４）前各号に掲げるもののほか，補助金の交付決定の内容，その他法令又はこの要綱に違反したとき。
２　市長は，前項の規定による取消しをしたときは，補助金交付決定取消通知書（様式第９号）により，補助事業者に通知するものとする。

（補助金の返還）
第15条　市長は，前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において，既に補助金が支払われているときは，期限を定めて補助金の全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。

（免責）
第16条　この要綱により家具転倒防止対策等で対策された家具が地震等により被害を受けても市はその責を負わないものとする。

（委任）
第17条　この要綱に定めるもののほか事業の実施に必要な事項は，市長が別に定める。

附　則
この要綱は，平成26年４月１日から施行する。
附　則
この要綱は，平成27年４月１日から施行する。
附　則
この要綱は，平成29年４月１日から施行する。
附　則
この要綱は，令和2年４月１日から施行する。
附　則
この要綱は，令和４年４月１日から施行する。
附　則
この要綱は，令和５年４月１日から施行する。
附　則
この要綱は，令和７年４月１日から施行する。
附　則
この要綱は，令和８年４月１日から施行する。

